
 

 

 

 

 

 

 

令和７年第１回臨時会 

議     案 
 令和７年６月２４日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常総地方広域市町村圏事務組合 

 

 

 



 

 

 

令和７年第１回常総地方広域市町村圏事務組合議会臨時会議事日程  

 

令和７年６月２４日  

開会午後４時３０分  

 

 

日程第 １  議席の指定について  

 

日程第 ２  選挙第 １号  常総地方広域市町村圏事務組合議会議長の選挙

について  

日程第 ３  会議録署名議員の指名について  

 

日程第 ４  会期の決定について  

 

日程第 ５  承認第 １号  専決処分事項の承認を求めることについて  

（令和６年度常総地方広域市町村圏事務組合一

般会計補正予算（第６号））  

日程第 ６  承認第 ２号  専決処分事項の承認を求めることについて  

（令和６年度常総地方広域市町村圏事務組合一

般会計補正予算（第７号）） 

日程第 ７  報告第 １号  令和６年度常総地方広域市町村圏事務組合一般

会計繰越明許費について  

日程第 ８  議案第 ７号  令和７年度常総地方広域市町村圏事務組合一般

会計補正予算（第１号）について 

日程第 ９  議案第 ８号  高規格救急自動車の取得について 

 

日程第１０  議案第 ９号  災害対応特殊小型動力ポンプ付水槽車の取得に

ついて  

日程第１１  議案第１０号  災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車の取得に

ついて 

日程第１２  議案第１１号  消防ポンプ自動車の取得について 

 



 

 

 

選挙第 １号 

 

   常総地方広域市町村圏事務組合議会議長の選挙について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０３条及び第２９２条の規定によ

り、常総地方広域市町村圏事務組合議会議長を次のとおり選挙するものとする。 

 

  令和７年６月２４日 提出 

 

常総地方広域市町村圏事務組合議会  

副 議 長  豊 島   葵  

 

 

 

記 

 

 

 

 常総地方広域市町村圏事務組合議会議長   坂 巻 文 夫  議員   
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承認第 １号   

 

専決処分事項の承認を求めることについて  

 

令和６年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計補正予算（第６号）につい

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。  

 

令和７年６月２４日 提出  

 

                      常総地方広域市町村圏事務組合  

                       管 理 者  松 丸 修 久  
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専決処分書  

 

 

令和６年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計補正予算（第６号）につい

て、特に緊急を要し、組合議会を招集する時間的余裕がないことが明らかである

ため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

 

 令和７年２月１７日  

 

 

常総地方広域市町村圏事務組合   

管  理  者  松 丸 修 久  
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令和６年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計補正予算(第６号）

令和６年度常総地方広域市町村圏事務組合の一般会計補正予算(第６号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　 歳入歳出予算の総額を増減なしとし、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７，７８０，２８６千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条　 繰越明許費の追加は、「第２表　繰越明許費補正」による。
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第２表　　繰越明許費補正

（追加） （単位　千円）

2,640 

款 項 事 業 名 金 額

３ 民 生 費 1 社 会 福 祉 費 障害者支援施設スプリンクラー設備緊急修繕

第１表　　歳入歳出予算補正

１　歳出 （単位　千円）

213,690 

7,780,286 

予 備 費

7,780,286 

△ 440 

0 

１

歳 出 合 計

214,130 

予 備 費

社 会 福 祉 費

213,690 214,130 △ 440 

18,427 

18,427 

440 

440 

17,987 

17,987 

補 正 前 の 額 計補 正 額

８

１

款

３ 民 生 費

項
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２　歳出

（款）３　民生費　　（項）１　社会福祉費

修繕料

（款）８　予備費　　（項）１　予備費

共通分

説 明特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国県支出金 地 方 債 その他

440 18,427 0 0 0 440

440 18,427 440 10 需 用 費

（単位　千円）

440440

節

補 正 額 計

福 祉 費

計 17,987

目 補正前の額

１ 障 害 者 17,987

予 備 費 214,130 △ 440 △ 4400 △ 440

0

0

計

△440

△ 440

１ 0

0 0214,130 △ 440

213,690

213,690

補 正 額 の 財 源 内 訳

予算補正に関する説明書

１　総括

　（歳出） （単位　千円）

△ 440

そ の 他

00

一 般 財 源
特　　定　　財　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳

440

計

213,690214,130

歳 出 合 計 0

地 方 債

7,780,286 0 7,780,286

国県支出金

0

18,427民 生 費

△ 440

補 正 前 の 額款

歳　入　歳　出　予　算　補　正　事　項　別　明　細　書

８

３ 17,987

補 正 額

440

予 備 費
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提 案 理 由 

 

承認第 １号 専決処分事項の承認を求めることについて  

 

令和６年度一般会計補正予算（第６号）については、障がい者支援施設のスプ

リンクラー設備に不備が生じ緊急修繕を行う必要が生じたため、民生費の修繕料

を増額しこれに対応するものです。また、年度内の竣工が難しいことから併せて

繰越明許費を設定するものです。 

本補正については、組合議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第

１７９条第１項の規定により、令和７年２月１７日に専決処分したもので、同条

第３項の規定により議会に報告し、承認を求めるものです。  
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承認第 ２号   

 

専決処分事項の承認を求めることについて  

 

令和６年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計補正予算（第７号）につい

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。  

 

令和７年６月２４日 提出  

 

                      常総地方広域市町村圏事務組合  

                       管 理 者  松 丸 修 久  
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専決処分書  

 

 

令和６年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計補正予算（第７号）につい

て、特に緊急を要し、組合議会を招集する時間的余裕がないことが明らかである

ため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

 

 令和７年３月１８日  

 

 

常総地方広域市町村圏事務組合   

管  理  者  松 丸 修 久  
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令和６年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計補正予算(第７号）

令和６年度常総地方広域市町村圏事務組合の一般会計補正予算(第７号）は、次に定めるところによる。

（繰越明許費の補正）

第１条　 繰越明許費の追加は、「第１表　繰越明許費補正」による。



- 1
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第１表　　繰越明許費補正

（追加） （単位　千円）

14,960 

６ 消 防 費 1 消 防 総 務 費 大型自動車運転免許取得費補助金 450 

資源化施設火災構造調査委託

60,280 

款 項 事 業 名 金 額

４ 衛 生 費 1 清 掃 費 堆肥化施設脱水機整備事業
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提 案 理 由 

 

承認第 ２号 専決処分事項の承認を求めることについて  

 

令和６年度一般会計補正予算（第７号）については、資源化施設火災に伴う構

造躯体への影響調査委託費などの当初見込めなかった事情変更により年度内の

予算執行が難しい事業について繰越明許費を設定するものです。 

本補正については、組合議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第

１７９条第１項の規定により、令和７年３月１８日に専決処分したもので、同条

第３項の規定により議会に報告し、承認を求めるものです。  
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報告第１号

令和６年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計繰越明許費について

令和７年６月２４日　提出

令和６年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計繰越明許費計算書

（単位　円）

未収入特定財源

国  県
支出金

地方債 その他

3
民生費

1
社会福祉費

障害者支援施設スプリンクラー設備緊急
修繕

2,640,000 2,640,000 2,640,000

4
衛生費

1
清掃費

堆肥化施設脱水機整備事業 63,118,000 60,280,000 45,200,000 15,080,000

4
衛生費

1
清掃費

資源化施設火災構造調査委託 14,960,000 14,960,000 14,960,000

4
衛生費

1
清掃費

総発電量計測用電力量計システム設置事
業

7,066,000 7,065,300 7,065,300

6
消防費

1
消防費

感染症予防等医療委託事業 137,000 137,000 137,000

6
消防費

1
消防費

大型自動車免許取得補助金 450,000 450,000 450,000

88,371,000 85,532,300 45,200,000 40,332,300合計

常総地方広域市町村圏事務組合

　管　理　者　　松　丸　修　久

　令和６年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計繰越明許費について、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６
条第２項の規定により、下記のとおり報告する。

既収入
特定財源

一般財源

左の財源内訳

翌年度
繰越額

款 項 事業名 金額
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議案第７号

令和７年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計補正予算(第１号）

令和７年度常総地方広域市町村圏事務組合の一般会計補正予算(第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　 歳入歳出予算の総額にそれぞれ７，７２２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，１２６，４９５千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条　 地方債の変更は、「第２表　地方債補正」による。

令和７年６月２４日   提出

常総地方広域市町村圏事務組合

管　理　者　　 松　丸　修　久
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第１表　　歳入歳出予算補正

１　歳入 （単位　千円）

２　歳出 （単位　千円）

組 合 債

６ 消 防 費

款 項

歳 入 合 計

８

国 庫 支 出 金

１

１

款 項

３

７

組 合 債１

国 庫 補 助 金

補 正 前 の 額

43,461 

43,461 

補 正 額 計

448,700 

448,700 

8,118,773 

△ 18,778 

△ 18,778 

24,683 

24,683 

475,200 

475,200 

8,126,495 

補 正 前 の 額

26,500 

7,722 

26,500 

計補 正 額

40,260 

3,331,170 

予 備 費 63,002 

消 防 費 3,331,170 

3,290,910 

3,290,910 

95,540 △ 32,538 

40,260 

63,002 

8,126,495 

予 備 費

8,118,773 

△ 32,538 

7,722 

１

歳 出 合 計

95,540 
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第２表　　地方債補正

（変更） （単位　千円）

補正前に同じ

政府資金について
は、その融資条件によ
る。その他の場合は、
債権者と協定するもの
による。ただし、組合
財政の都合により繰
上償還又は、低利債
に借換えすることがで
きる。

　　　３．０％以内
（ただし、利率見
直し方式で借入
れる政府資金に
ついて、利率見直
しを行った後にお
いては、当該見直
し後の利率）

普通貸借又
は証券発行

88,200災害対応特殊水槽車購入事業債 61,700

起債の目的
補     正     前 補     正     後

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 償還の方法起債の方法 利率
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予算補正に関する説明書

１　総括

　（歳入） （単位　千円）

　（歳出） （単位　千円）

△ 32,538

32,538

475,200

8,126,495

そ の 他

△ 18,778

計

24,683

0

補 正 前 の 額

43,461

0

一 般 財 源
特　　定　　財　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳

計

補 正 額

63,00295,540

歳 出 合 計 △ 18,778

地 方 債

26,500

8,118,773 7,722 8,126,495

国県支出金

26,500

26,500

7,722

3,331,1703,290,910 40,260消 防 費 △ 18,778

448,700

△ 32,538

組 合 債

補 正 前 の 額

国 庫 支 出 金

款

歳 入 合 計

３

７

歳　入　歳　出　予　算　補　正　事　項　別　明　細　書

款

８

６

8,118,773

補 正 額

予 備 費
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３　歳出

（款）６　消防費　　（項）１　消防費

調査委託料

車両購入費
　消防広報車1台

（款）８　予備費　　（項）１　予備費

共通分

消防分

40,26040,260委 託 料

金 額

節

区 分
説 明特 定 財 源

一般財源
国県支出金

△ 32,538

0

0△ 18,778

△ 18,778

26,500

32,538

32,538

財源更正

１ 0 0

△ 32,538

63,002

63,002計

△32,538

26,500
（仮称）みらい平消防署建設用地

災害対応特殊水槽車

12

0
購 入 費

施 設 費

予 備 費

40,260計

△ 32,538

95,540 0 △ 32,538△ 32,538

（1台）

40,260

補正前の額

２ 消 防

目

480,387

その他

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

地 方 債

0

0

0 095,540

3,290,910

520,647

3,331,170

40,260

補 正 額

埋蔵文化財調査委託

備 品17

２　歳入

（款）３　国庫支出金　　（項）１　国庫補助金 （単位　千円）

緊急消防援助隊設備整備費補助金

（款）７　組合債　　（項）１　組合債

災害対応特殊水槽車購入事業債

目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
節

説 明
区 分 金 額

計 43,461 △ 18,778 24,683

448,700計 26,500 475,200

２ 消 防 債 351,000 26,500 377,500 1 消 防 債 26,500 26,500

２ 消 防 費 41,177 △ 18,778 22,399 1 消 防 費 △ 18,778 △ 18,778
国 庫

補 助 金 補 助 金
国 庫
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提 案 理 由 

 

議案第  ７号  令和７年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計補正予算

（第１号）について 

 

本案は、令和７年度一般会計予算について、変更を加える必要が生じたため、

補正予算を調製するものです。 

今回の補正は、歳入歳出それぞれ７７２万２千円の増額です。 

歳入は、国庫支出金で消防費国庫補助金が減額、組合債で消防債の増額です。 

歳出は、消防費で災害対応特殊水槽車購入事業に係る交付金の減額に伴う財源

更正と（仮称）みらい平消防署建設用地埋蔵文化財調査委託料の増額です。 

また、併せて災害対応特殊水槽車購入事業債の限度額を増額するものです。 
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議案第 ８号   

 

高規格救急自動車の取得について 

 

 下記のとおり財産を取得したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和４７年常総地方広域市町村圏事務組合条例第１３号）第３条

の規定により、議会の議決を求める。  

 

  令和７年６月２４日 提出 

 

                  常総地方広域市町村圏事務組合  

管 理 者  松 丸 修 久 

 

 

 

 

記 

 

１ 取得の種別及び数量  高規格救急自動車 １台 

 

２ 取 得 の 方 法  指名競争入札 

 

３ 取 得 の 金 額  ４１，７６７，０００円 

 

４ 取 得 の 相 手 方  茨城県土浦市大町 12-22 

茨城日産自動車株式会社 法人営業部 

課長 間下 浩之 
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提 案 理 由 

 

議案第 ８号  高規格救急自動車の取得について 

 

 本案は、消防車両の更新につき財産を取得するため、地方自治法第９６条第１

項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定により提出するものです。  
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参考資料（議案第 ８号関係） 

１ 入札顛末書  
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２ 物品類売買仮契約書  
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３ 概 要  

 

〇北出張所救急車 

 

救急業務の高度化、高度救命処置

用資器材の多様化への対応をしてお

り、患者室内の広さとゆとりを追求

しています。救急車として実用性に

優れた動力性能を確保し安定した走

行、優れた機動性を有しています。  

 

 

 

 

〇車両仕様 

 

・全長   ５，３３０㎜ 

・全高   ２，４９０㎜ 

・全幅   １，６３５㎜ 

・排気量  ３，３７０cc 

・走行装置     ４輪駆動 

・乗車人員         ７人 

・主な仕様 高度救命処置用資器材 

電動ストレッチャー 

先進安全機能 

 

 

〇電動ストレッチャー 

 

電動油圧システムを採用しており、

「昇降ボタン」を押すだけで、無段階

に最高位１０４㎝から最低位３６．６

㎝まで操作できます。操作する職員の

身体的負担が軽減されることにより、

住民サービスの向上につながります。  
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議案第 ９号   

 

災害対応特殊小型動力ポンプ付水槽車の取得について 

 

 下記のとおり財産を取得したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和４７年常総地方広域市町村圏事務組合条例第１３号）第３条

の規定により、議会の議決を求める。  

 

  令和７年６月２４日 提出 

 

                  常総地方広域市町村圏事務組合  

管 理 者  松 丸 修 久 

 

 

 

 

記 

 

１ 取得の種別及び数量  災害対応特殊小型動力ポンプ付水槽車 １台 

 

２ 取 得 の 方 法  指名競争入札 

 

３ 取 得 の 金 額  ８６，６４７，０００円 

 

４ 取 得 の 相 手 方  東京都港区芝五丁目 36 番 7 号 

三田ベルジュビル 19 階 

株式会社モリタ東京支店 

             支店長 山北 忠司 
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提 案 理 由 

 

議案第 ９号  災害対応特殊小型動力ポンプ付水槽車の取得について 

 

 本案は、消防車両の配備につき財産を取得するため、地方自治法第９６条第１

項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定により提出するものです。 
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参考資料（議案第 ９号関係） 

１ 入札顛末書  
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２ 物品類売買仮契約書  
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３ 概 要  

 

〇水海道消防署災害対応特殊小型動力ポンプ付水槽車 

 

他の消防車に水を補給することを

第一目的に開発された、小型動力ポ

ンプ付水槽車。  

車両中部に小型動力ポンプを積載

することで、初期の消火活動に威力

を発揮するのはもちろん、車両側面

の吐水口に「生活用水取出口」を取

り付ければ、非常時に給水車として

活躍します。  

水槽容量は 10,000L で火災や非常

災害時における「走る水槽車」とし

て消防救助活動を強力にバックアッ

プします。  

 

 

 

〇車両仕様 

 

・水槽容量    １０，０００Ⅼ  

・燃料        ディーゼル 

・排気量      ９，０００cc 

・走行装置       ４輪駆動 

・乗車人員      ３人(前３) 

・主な仕様 

 小型動力ポンプ搭載 

 

 

 

 

 

9,200 

3
,0

0
0

 

5,125 
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議案第１０号   

 

災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車の取得について 

 

 下記のとおり財産を取得したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和４７年常総地方広域市町村圏事務組合条例第１３号）第３条

の規定により、議会の議決を求める。  

 

  令和７年６月２４日 提出 

 

                  常総地方広域市町村圏事務組合  

管 理 者  松 丸 修 久 

 

 

 

 

記 

 

１ 取得の種別及び数量  災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車 １台 

 

２ 取 得 の 方 法  指名競争入札 

 

３ 取 得 の 金 額  ７８，２１０，０００円 

 

４ 取 得 の 相 手 方  東京都港区芝五丁目 36 番 7 号 

三田ベルジュビル 19 階 

株式会社モリタ東京支店 

             支店長 山北 忠司 
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提 案 理 由 

 

議案第１０号  災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車の取得について 

 

 本案は、消防車両の更新につき財産を取得するため、地方自治法第９６条第１

項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定により提出するものです。  
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参考資料（議案第１０号関係） 

１ 入札顛末書   
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２ 物品類売買仮契約書  
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３ 概 要  

 

〇南守谷出張所タンク車 

(株式会社モリタ カタログ引用)  

 

ボディーの一部に FRP を使用。

FRP はデザイン面だけでなく機能面

でも優れ、防錆性、耐久性の高さか

ら過酷な環境でも活躍します。オー

ルシャッター車にすることで積載資

機材等十分なスペースを持ち合わせ

ます。  

 

〇車両仕様 

 

・水槽容量     １，５００Ⅼ 

・ホースカー         有 

・燃料        ディーゼル 

・排気量      ５，１２３cc 

・走行装置       ４輪駆動 

・乗車人員   ６人(前２、後４) 

・主な仕様 

 圧縮空気泡消火装置搭載 

コンパクト化を徹底し積載スペース

を増加  

 

〇圧縮空気泡消火装置(CAFS) 

 

水を泡に置き換えることで水分の表面積を大きく確保し、水分の気化熱を利

用して冷却するシステム。跳ね返り等の無駄水、下階の水損防止を減らし、壁

等に付着して広範囲の冷却効果を生みだす。  

筒先で空気を取り入れ発泡する

のではなく、車体内でコンプレッ

サーを使い空気を圧入し放射しま

す。ホース内は比重の小さい

「泡」で満たされ非常に軽く取り

回しがよくなり、消火効率が向上

します。  
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議案第１１号   

 

消防ポンプ自動車の取得について 

 

 下記のとおり財産を取得したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和４７年常総地方広域市町村圏事務組合条例第１３号）第３条

の規定により、議会の議決を求める。  

 

  令和７年６月２４日 提出 

 

                  常総地方広域市町村圏事務組合  

管 理 者  松 丸 修 久 

 

 

 

 

記 

 

１ 取得の種別及び数量  消防ポンプ自動車 １台 

 

２ 取 得 の 方 法  指名競争入札 

 

３ 取 得 の 金 額  ５４，８９０，０００円 

 

４ 取 得 の 相 手 方  東京都港区芝五丁目 36 番 7 号 

三田ベルジュビル 19 階 

株式会社モリタ東京支店 

             支店長 山北 忠司 
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提 案 理 由 

 

議案第１１号  消防ポンプ自動車の取得について 

 

 本案は、消防車両の更新につき財産を取得するため、地方自治法第９６条第１

項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定により提出するものです。  
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参考資料（議案第１１号関係） 

１ 入札顛末書  
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２ 物品類売買仮契約書  
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３ 概 要  

 

〇南守谷出張所ポンプ車 

(株式会社モリタ カタログ使用) 

 

ボディーの一部に FRP を使用。

FRP はデザイン面だけでなく機能面

でも優れ、防錆性、耐久性の高さか

ら過酷な環境でも活躍します。オー

ルシャッター車にすることで積載資

機材等十分なスペースを持ち合わせ

ます。  

 

〇車両仕様 

 

・水槽容量        ６００Ⅼ 

・ホースカー         有 

・燃料        ディーゼル 

・排気量      ４，０００cc 

・走行装置       ４輪駆動 

・乗車人員   ６人(前２、後４) 

・主な仕様 

 圧縮空気泡消火装置搭載 

コンパクト化を徹底し積載スペース

を増加  

 

〇圧縮空気泡消火装置(CAFS) 

 

水を泡に置き換えることで水分の表面積を大きく確保し、水分の気化熱を利

用して冷却するシステム。跳ね返り等の無駄水、下階の水損防止を減らし、壁

等に付着して広範囲の冷却効果を生みだす。  

筒先で空気を取り入れ発泡する

のではなく、車体内でコンプレッ

サーを使い空気を圧入し放射しま

す。ホース内は比重の小さい

「泡」で満たされ非常に軽く取り

回しがよくなり、消火効率が向上

します。  
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